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申請に対する処分の審査基準・標準処理期間　個票 

生活環境部　保険年金課 

 
許認可等の内容 特別療養費の支給

 
根拠法令等及び条項 国民健康保険法第５４条の３

 標

準

処

理

期

間

根拠条項 未設定

 
設定等年月日

平成　　年　　月　　日設定 

平成　　年　　月　　日最終変更

 標準処理期間

 

審

査

基

準

根拠条項 国民健康保険法第５４条の３

 
参考事項

国民健康保険法施行規則第２７条の５、第２７条の６、第２７条の７及

び第２８条の２、栃木市国民健康保険規則第３９条

 
設定等年月日

平成　　年　　月　　日設定 

平成　　年　　月　　日最終変更

 【　基　準　】

 国民健康保険法抜粋 

（特別療養費）  

第５４条の３　市町村及び組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係

る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機

関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、

その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。  

２　健康保険法第６４条 並びに本法第３６条第３項、第４０条、第４１条、第４５条第

３項、第４５条の２、第５２条第５項、第５３条第２項、第５４条の２第３項、第８

項及び第１０項、第５４条の２の２並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪

問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養及びこれに伴う特別療養費の支給

について準用する。この場合において、第５３条第２項中「保険外併用療養費の額」

とあるのは「特別療養費の額」と、「健康保険法第８６条第２項第１号 」とあるのは

「、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は健康

保険法第７６条第２項 の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険者証が交

付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第８６

条第２項第１号 の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険者証が交付され

ているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は同法第８８条第４

項 」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。  

３　第１項に規定する場合において、当該世帯主又は組合員に対し当該被保険者に係る

被保険者証が交付されているとすれば第５４条第１項の規定が適用されることとなる

ときは、市町村及び組合は、療養費を支給することができる。 

４　第１項に規定する場合において、被保険者が電子資格確認等により被保険者である

ことの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、当該確

認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、  
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 市町村及び組合は、療養費を支給するものとする。  

５　第５４条第３項及び第４項の規定は、前２項の規定による療養費について準用する。

この場合において、同条第四項中「療養の給付を受けるべき場合」とあるのは「被保

険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合」と、「入院時食

事療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば

入院時食事療養費の支給を受けることができる場合」と、「入院時生活療養費の支給を

受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費

の支給を受けることができる場合」と、「保険外併用療養費の支給を受けるべき場合」

とあるのは「被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けるこ

とができる場合」と読み替えるものとする。 

 

国民健康保険施行規則抜粋 

（特別療養費の支給申請）  

第２７条の５　被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第５４条の３第１項 の

規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特

別療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければな

らない。  

(1) 療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号 

(2)　療養を取り扱つた保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地  

(3)　傷病名及び療養期間  

(4)　療養につき算定した費用の額  

２　前項の申請書には、同項第四号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証

拠書類を添付しなければならない。  

（特別療養費に係る療養に関する届出等）  

第２７条の６ 　保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲

げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出

しなければならない。  

(1)　当該保険医療機関等の名称及び所在地  

(2)　療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年  

(3)　傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容  

(4)　療養につき算定した費用の額  

(5)　保険者番号及び被保険者記号・番号 

２　前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命

令（昭和５１年厚生省令第３６号）に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様

式の例によるものとする。 

３　第１項の届書は、各月分について翌月１０日までに送付するものとする。  

４　市町村又は組合は、第１項の届書につき、当該療養が法第５４条の３第２項の規定

により読み替えて準用する法第４０条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則

並びに法第５４条の３第２項において読み替えて準用する法第５３条第２項に規定す

る額の算定方法及び法第５４条の３第２項の規定により読み替えて準用する法第４５
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 条第３項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の

結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。  

第２７条の７　指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次

に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に

提出しなければならない。  

(1)　当該訪問看護ステーションの名称及び所在地  

(2)　療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年  

(3)　当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名  

(4)　訪問開始年月日、訪問終了年月日時刻及び実回数  

(5)　訪問終了の状況及び死亡時刻  

(6)　指示年月日、主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名  

(7)　療養内容  

(8)　療養につき算定した費用の額  

(9)　保険者番号及び被保険者記号・番号 

２　前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関す

る省令 （平成４年厚生省令第５号）に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるも

のとする。  

３　第１項の届書は、各月分について翌月１０日までに送付するものとする。  

４　市町村又は組合は、第１項の届書につき、当該療養が法第５４条の３第２項の規定

により読み替えて準用する法第５４条の２第１０項に規定する特別療養費に係る療養

に関する準則及び法第５４条の３第２項に規定する額の算定方法に照らして審査し、

当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に

書面により通知するものとする。  

（申請書の記載事項）  

第２８条の２　第７条、第７条の４、第２４条の３、第２６条の３、第２６条の５、第

２６条の６の４、第２７条、第２７条の５、第２７条の１１、第２７条の１３、第２

７条の１４の２、第２７条の１４の４、第２７条の１４の５、第２７条の１６及び前

条の申請書には、申請人の氏名、住所、個人番号及び申請年月日(第７条第１項第２号

に掲げる書類を提示する場合の同条又は第７条の４の申請書にあつては申請人の氏

名、住所及び申請年月日、第２７条の申請書にあつては申請人の氏名又は個人番号、

住所及び申請年月日)を記載しなければならない。 

 

栃木市国民健康保険規則抜粋 

（特別療養費の支給） 

第３９条　市長は、施行規則第２７条の５の規定により提出された国民健康保険特別療

養費支給申請書（別記様式第２２号）につき審査し、支給の適否を決定して、特別療

養費支給決定通知書（別記様式第２３号）により申請者に通知するものとする。 

２　前項の規定により特別療養費の支給を決定された者は、特別療養費請求書（別記様

式第２４号）を市長に提出して支給を受けるものとする。
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